
   横須賀市保育所等運営費補助金交付要綱 

（総則） 

第１条 児童福祉法（昭和22年法律第 164号。以下「法」という。）及び子ど 

 も・子育て支援法（平成24年法律第65号）に基づく保育所等における児童の

処遇の向上、職員の待遇の改善及び経営基盤の強化を図ることを目的とする

補助金の交付については、補助金等交付規則（昭和47年横須賀市規則第33号。 

 以下「規則」という。）に定めるもののほか、この要綱に定めるところによ 

 る。 

 

（補助対象者） 

第２条 補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる者とする。 

 (１ ) 法第35条第４項の規定による認可を受けた保育所の設置者 

 (２ ) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法 

  律（平成18年法律第77号）第３条第１項の規定による認定を受けた認定こ 

  ども園又は同法第17条第１項の規定による認可を受けた幼保連携型認定こ 

  ども園（以下、別表第４項、第８項及び第10項を除き「認定こども園」と

いう。）の設置者 

 (３ ) 法第34条の15第２項の規定による認可を受けた小規模保育事業又は家庭 

  的保育事業を行う者 

 (４ ) 子ども・子育て支援法第７条第10項第２号に掲げる幼稚園の設置者 

(５ ) 法第34条の12第１項の規定により届け出た者のうち、前号までのいずれ

にも該当しない一時預かり事業を行う者 

 

（補助の対象） 

第３条 補助の対象とする事業（以下「補助事業」という。）は、別表に定め 

 るとおりとする。 

 

（補助額） 

第４条 補助事業に対する補助金の額は、予算の範囲内において、別表の各項 

 に定める対象経費の実支出額と当該各項に定める基準額を比較して少ない方 

 の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少な 

 い方の額を選定する。 

 

 



（書類の整備等） 

第５条 補助対象者は、規則第８条に規定する書類及び帳簿を当該補助事業の

完了した日の属する市の会計年度の翌年度から５年間保管しなければならな

い。 

 

（消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の確定に伴う補助金の返還） 

第６条 補助対象者は、事業完了後に消費税の申告により当該補助金に係る消

費税及び地方消費税に係る仕入控除税額（補助対象経費に含まれる消費税及

び地方消費税相当額のうち、消費税法（昭和63年法律第 108号）に規定する

仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額及び当該金額に地方税法

（昭和25年法律第 226号）の規定による地方消費税の税率を乗じて得た金額

の合計額に補助対象経費に占める補助金の割合を乗じて得た金額をいう。以

下「消費税等仕入控除税額」という。）が確定した場合には、仕入控除税額

報告書（第１号様式）により、速やかに市長に報告しなければならない。 

２ 市長は、前項の報告があった場合には、消費税等仕入控除税額に相当する

額の全部又は一部の返還を命ずるものとする。 

 

（その他） 

第７条 この要綱の施行に必要な事項は、民生局福祉こども部長が定める。 

 

   附  則  

（施行期日） 

１ この要綱は、平成21年４月１日から施行する。 

（旧要綱の廃止） 

２ 保育所等運営費補助金交付要綱（昭和51年４月１日制定）は、廃止する。 

   附  則  

 この要綱は、平成22年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成23年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成24年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成25年４月１日から施行する。 

   附  則  



 この要綱は、平成26年８月１日から施行し、平成26年４月１日から適用する。 

   附  則  

 この要綱は、平成27年 12月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   附  則  

 この要綱は、平成29年３月１日から施行し、平成28年４月１日から適用する。 

   附  則  

 この要綱は、平成29年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、平成30年９月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

   附  則  

 この要綱は、平成31年４月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、令和元年10月１日から施行する。 

   附  則  

 この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、令和３年４月１日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

附 則  

 この要綱は、令和５年８月１日から施行し、同年４月１日から適用する。 

ただし、改正後の保育所等運営費補助金交付要綱第２条第５号及び別表第５項

各号列記以外部分の規定は、令和３年４月１日から適用する。  

附 則 

この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

附 則  

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年９月８日から施行し、同年４月１日から適用する。 

（経過措置） 

２ 令和６年度まで引き続き保育補助者雇用強化事業の補助対象である者に対

する補助について、改正後の横須賀市保育所等運営費補助金交付要綱（以下

この項において「改正後の要綱」という。）別表第８項の規定により算定さ

れる補助額が、改正前の横須賀市保育所等運営費補助金交付要綱別表第８項

の規定により算定される補助額を下回る場合にあっては、当該補助額は、保



育補助者又は有資格保育補助者の経験年数にかかわらず、改正後の要綱別表

第８項の表中欄の規定により算定される補助額とする。 

３ 令和６年度まで引き続き保育士宿舎借り上げ支援事業の補助対象である者

に対する補助については、別表第９項の改正規定にかかわらず、なお従前の

例による。 

 



別表（第３条、第４条関係） 

 １  保育所等地域活動事業費 

   社会福祉法人が設置する保育所又は認定こども園において実施する第１  

号の対象事業に要する経費のうち、第２号の対象経費に該当するもの 

  (１ ) 対象事業 

   ア  地域交流事業（高齢者及び障害児との交流、施設及び施設の園庭を

利 用 し た 季 節 的 行 事 並 び に 専 門 家 を 招 い て 実 施 す る イ ベ ン ト 等 ） 

500,000円（ただし、１回当たり100,000円を限度とする。） 

   イ  育児講座事業（育児と仕事の両立を支援するための講演会及び研修

の実施） 500,000円（ただし、１回当たり100,000円を限度とする。） 

   ウ  子育て家庭交流事業（保育園又は認定こども園に在園していない児

童 の 体験 保 育、 育 児相 談 会、 子 育て サ ロン 及 び親 子 教室 の 実施等） 

500,000円  

   エ  低年齢児受入事業（施設を活用した小学校低学年５人程度の毎日の

受入れ） 500,000円  

   オ  職 業 体 験 受 入 事 業 （ 中 学 生 及 び 高 校 生 等 の 職 業 体 験 の 受 入 れ ） 

200,000円  

   カ  保育所等機能強化事業（地域の子育て支援の拠点として行う各種事

業等） 300,000円  

  (２ ) 対象経費 賃金、謝礼、旅費、需用費、役務費、委託費、使用料、賃

借料、原材料費、備品購入費（単価が 100,000円以下のものに限る。）

及び負担金 

 ２  延長保育事業 

   保育所、認定こども園、小規模保育事業及び事業所内保育事業又は家庭

的保育事業を行う事業所が実施する延長保育事業 

  (１ ) 保育の必要性の認定等に関する基準を定める規則（平成26年横須賀市

規則第57号）第３条第１項第２号に掲げる時間を限度として行う保育必

要量の認定（在籍児童１人当たり年額） 

   ア  保育所及び認定こども園並びに事業所内保育事業（定員20人以上） 

延長時間 金額 

１時間以上２時間未満 21,200円  

２時間以上３時間未満 42,400円  

３時間以上 63,600円  

 

 



イ 小規模保育事業Ａ型 

延長時間 金額 

１時間以上２時間未満  14,000円  

２時間以上３時間未満  28,000円  

３時間以上  42,000円  

 

ウ  家庭的保育事業 

延長時間 金額 

１時間以上２時間未満  88,600円  

２時間以上３時間未満  177,200円  

３時間以上  265,800円  

 

  (２ ) 保育の必要性の認定等に関する基準を定める規則第３条第１項第１号

に掲げる時間を限度として行う保育必要量の認定（１事業当たり年額） 

ア 保育所及び認定こども園 

延長時間 金額 

30分以上１時間未満  600,000円  

１時間以上２時間未満  1,760,000円  

２時間以上４時間未満  2,761,000円  

４時間以上６時間未満 5,804,000円  

６時間以上 6,835,000円  

 

イ  小規模保育事業Ａ型 

 延長時間 金額 

自  

園  

調

理 

等  

30分以上１時間未満  600,000円  

１時間以上２時間未満 1,422,000円  

２時間以上４時間未満 1,760,000円  

４時間以上６時間未満 4,497,000円  

６時間以上 5,222,000円  

 

そ  

の  

他  

30分以上１時間未満  600,000円  

１時間以上２時間未満 1,375,000円  

２時間以上４時間未満 1,605,000円  

４時間以上６時間未満 3,655,000円  

６時間以上 4,074,000円  

    注「自園調理等」は、事業所内で調理する事業所及び連携施設又は給

食搬入施設から食事を搬入する事業所に適用。ウにおいて同じ。 

 

   ウ  事業所内保育事業 

 延長時間 利用定員 

20人以上 

自  

園  

調

理 

30分以上１時間未満 552,000円  

１時間以上２時間未満 1,619,000円  

２時間以上４時間未満 2,540,000円  

４時間以上６時間未満 5,340,000円  



等 ６時間以上 6,288,000円  

 

そ  

の  

他  

30分以上１時間未満 552,000円  

１時間以上２時間未満 1,406,000円  

２時間以上４時間未満 1,828,000円  

４時間以上６時間未満 3,995,000円  

６時間以上 4,662,000円  

 

エ  家庭的保育事業 

 延長時間 利用定員 

4人以上 

利用定員 

３人以下 

自 

園  

調

理 

等  

30分以上１時間未満 314,000円  161,000円  

１時間以上２時間未満 627,000円  321,000円  

２時間以上４時間未満 1,122,000円  587,000円  

４時間以上６時間未満 2,792,000円  1,894,000円  

６時間以上 4,498,000円  3,238,000円  

 

そ  

の  

他  

30分以上１時間未満 306,000円  153,000円  

１時間以上２時間未満 611,000円  306,000円  

２時間以上４時間未満 1,070,000円  535,000円  

４時間以上６時間未満 2,052,000円  1,155,000円  

６時間以上 3,454,000円  2,193,000円  

 

 ３  実費徴収に係る補足給付を行う事業費 

  (１ ) 給食費（副食材料費） 当該年度分の市町村民税の所得割の課税世帯   

であって、その所得割の合算額（子ども・子育て支援法施行令（平成26 

年政令第 213号。以下「令」という。）第４条第２項第２号に規定する

市町村民税所得割合算額をいう。）が77,101円未満の世帯に属する児童、

令第15条の３第２項に規定する市町村民税を課されない者に準ずる者の

世帯に属する児童又は小学校、義務教育学校の前期課程若しくは特別支

援学校の小学部の第３学年までに在籍する児童が同一の世帯に３人以上

いる場合における最年長者及び２番目の年長者である者以外の児童（保

護者が子ども・子育て支援法第30条の５第１項に規定する施設等利用給

付認定を当該児童について受けた場合の児童に限る。）１人当たり月額 

4,900円  

  (２ ) 教材費・行事費等（給食費以外） 生活保護法（昭和25年法律第 144

号）による被保護世帯（単給世帯を含む。）等に属する児童１人当たり

月額 2,700円  

 ４  能力活用事業費 

   健康面、発達面において特別な支援を必要とする次のいずれかに該当す

る児童が在籍する社会福祉法人が経営する幼保連携型認定こども園（健康

面、発達面において特別な支援を必要とする児童が１人のみ在籍する施設



にあっては、当該施設の在籍児童数が80人未満である施設に限る。）にお

ける当該児童（保護者が子ども・子育て支援法第20条に規定する教育・保

育給付認定のうち、同法第19条第１号に掲げる小学校就学前子どもに係る

認定を当該児童について受けた場合の児童に限る。）の教育・保育を担当

する幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有する者の加配（特定教育・保育、

特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特

定 利 用地 域型 保 育及び 特 例保 育に 要 する費 用 の額 の算 定 に関す る 基準 等

（平成27年内閣府告示第49号。以下「内閣府告示」という。）に基づき配

置すべき職員数に加えて配置することをいう。以下同じ。対象児童２人に

対し常勤換算方法（常勤以外の職員の１か月の勤務時間数の合計を施設等

の就業規則等で定めた常勤職員の１か月の勤務時間数で除することにより、

当該施設等の職員の員数を常勤の職員の員数に換算する方法をいう。以下

同じ。）で職員１人以上とする。）に係る必要経費 当該児童１人当たり

月額65,300円  

(１ ) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第 134号）第

２章の規定による特別児童扶養手当を受給する者が監護し、又は養育す

る児童 

(２ ) 身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第４項の規定によ

り身体障害者手帳の交付を受けている児童 

(３ ) 療育手帳制度要綱（昭和48年厚生省発児第 156号）の規定による療育

手帳の交付を受けている児童 

(４ ) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 123号）

第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童 

(５ ) 横須賀市療育相談センター（横須賀市以外の同等の施設を含む。）に

通院しており、療育プログラムの提案を受けている児童 

 ５  一時預かり事業費 

   市長が承認する保育所、認定こども園及び一時預かり事業を行う事業所

において実施する一時預かりの対象児童の保育に要する経費（飲食物費相

当額を除く。） 

  (１ ) 一般型対象児童（１か所当たり年額） 

   ア   基本分 

    (ア ) 保育従事者がすべて保育士又は１日当たり平均利用児童数概ね３ 

     人以下の施設において保育士とみなされた家庭的保育者と同等の研

修を終了した者の場合 



 

年間延べ利用児童数基準額 金額 

50人未満 1,473,000円  

50人以上100人未満 1,973,000円  

100人以上200人未満 2,444,000円  

200人以上300人未満 2,945,000円  

300人以上900人未満 3,240,000円  

900人以上1,500人未満 3,470,000円  

1,500人以上2,100人未満 5,012,000円  

2,100人以上2,700人未満 6,554,000円  

2,700人以上3,300人未満 8,096,000円  

3,300人以上3,900人未満 9,638,000円  

3,900人以上4,500人未満 11,180,000円  

4,500人以上5,100人未満 12,722,000円  

5,100人以上5,700人未満 14,264,000円  

5,700人以上6,300人未満 15,806,000円  

6,300人以上6,900人未満 17,348,000円  

6,900人以上7,500人未満 18,890,000円  

7,500人以上8,100人未満 20,432,000円  

8,100人以上8,700人未満 21,974,000円  

8,700人以上9,300人未満 23,516,000円  

9,300人以上9,900人未満 25,058,000円  

9,900人以上10,500人未満 26,600,000円  

10,500人以上11,100人未満 28,142,000円  

11,100人以上11,700人未満 29,684,000円  

11,700人以上12,300人未満 31,226,000円  

12,300人以上12,900人未満 32,768,000円  

12,900人以上13,500人未満 34,310,000円  

13,500人以上14,100人未満 35,852,000円  

14,100人以上14,700人未満 37,394,000円  

14,700人以上15,300人未満 38,936,000円  

15,300人以上15,900人未満 40,478,000円  

15,900人以上16,500人未満 42,020,000円  

16,500人以上17,100人未満 43,562,000円  

17,100人以上17,700人未満 45,104,000円  

17,700人以上18,300人未満 46,646,000円  

18,300人以上18,900人未満 48,188,000円  

18,900人以上19,500人未満 49,730,000円  

19,500人以上20,100人未満 51,272,000円  

     備考 20,100人以上の場合は別途協議。 

 

    (イ )  (ア ) 以外（地域密着Ⅱ型を含む。）の場合 

年間延べ利用児童数基準額 金額 

50人未満 1,473,000円  

50人以上100人未満 1,973,000円  

100人以上200人未満 2,444,000円  

200人以上300人未満 2,945,000円  

300人以上900人未満 3,114,000円  



900人以上1,500人未満 3,335,000円  

1,500人以上2,100人未満 4,817,000円  

2,100人以上2,700人未満 6,299,000円  

2,700人以上3,300人未満 7,781,000円  

3,300人以上3,900人未満 9,263,000円  

3,900人以上4,500人未満 10,745,000円  

4,500人以上5,100人未満 12,227,000円  

5,100人以上5,700人未満 13,709,000円  

5,700人以上6,300人未満 15,191,000円  

6,300人以上6,900人未満 16,673,000円  

6,900人以上7,500人未満 18,155,000円  

7,500人以上8,100人未満 19,637,000円  

8,100人以上8,700人未満 21,119,000円  

8,700人以上9,300人未満 22,601,000円  

9,300人以上9,900人未満 24,083,000円  

9,900人以上10,500人未満 25,565,000円  

10,500人以上11,100人未満 27,047,000円  

11,100人以上11,700人未満 28,529,000円  

11,700人以上12,300人未満 30,011,000円  

12,300人以上12,900人未満 31,493,000円  

12,900人以上13,500人未満 32,975,000円  

13,500人以上14,100人未満 34,457,000円  

14,100人以上14,700人未満 35,939,000円  

14,700人以上15,300人未満 37,421,000円  

15,300人以上15,900人未満 38,903,000円  

15,900人以上16,500人未満 40,385,000円  

16,500人以上17,100人未満 41,867,000円  

17,100人以上17,700人未満 43,349,000円  

17,700人以上18,300人未満 44,831,000円  

18,300人以上18,900人未満 46,313,000円  

18,900人以上19,500人未満 47,795,000円  

19,500人以上20,100人未満 49,277,000円  

   備考 20,100人以上の場合は別途協議。 

   イ  基幹型施設加算（土曜日、日曜日、国民の祝日等の開所及び１日９ 

    時 間 以 上 の 開 所 を 行 う 施 設 に 対 す る 加 算 ） １ か 所 当 た り 年 額  

1,330,000円  

  (２ ) 特別利用保育等対象児童（児童１人当たり日額） 

   （子ども・子育て支援法第28条第１項第２号に規定する特別利用保育の

提供を受ける児童及び第30条第１項第２号に規定する特別利用地域型保

育の提供を受ける児童） 

   ア  平日分 440円  

      イ  長期休業日（８時間未満） 440円  

   ウ  長期休業日（８時間以上） 880円  

   エ  休日分（土曜日、日曜日及び国民の休日等の利用） 800円  



   オ  長時間加算 100円  

  (３ ) 緊急一時預かり対象児童（子ども・子育て支援法（平成24 年法律第

65号）第19条第２号又は第３号に掲げる小学校就学前子どもに該当する

支給認定子ども（以下「保育認定子ども」という。）であって、同法第

27条に規定する特定教育・保育施設又は同法第29条に規定する特定地域

型保育事業者を利用していない児童について、特定教育・保育施設又は

特定地域型保育事業者への入所が決まるまでの間、定期的に預かる児童） 

該当児童１人当たり日額4,400円  

(４ ) 特別支援児童（次に該当する障害児・多胎児）加算 該当児童１人日

当たり日額3,900円  

ア  特別児童扶養手当等の支給に関する法律（昭和39年法律第 134号）

第２章の規定による特別児童扶養手当を受給する者が監護し、又は養

育する児童 

イ  身体障害者福祉法（昭和24年法律第 283号）第15条第４項の規定に

より身体障害者手帳の交付を受けている児童 

ウ 療育手帳制度要綱（昭和48年厚生省発児第 156号）の規定による療

育手帳の交付を受けている児童 

エ  精神保健及び精神障害者福祉に関する法律（昭和25年法律第 123号）

第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている児童 

オ  横須賀市療育相談センター（横須賀市以外の同等の施設を含む。）

に通院しており、療育プログラムの提案を受けている児童 

   カ  ア～オに掲げるもののほか、特別な支援を要する児童  

(５ ) 事務経費加算（子ども・子育て支援法第27条に規定する特定教育・保 

育施設、同法第29条に規定する特定地域型保育事業、特定教育・保育施

設に該当しない幼稚園及び企業主導型保育事業（子ども・子育て支援法

第59条の２に規定する仕事・子育て両立支援事業のうち、「企業主導型

保育事業等の実施について」（令和５年６月27日付けこ成保第70号こど

も家庭庁成育局長通知）の別添「企業主導型保育事業費補助金実施要綱」

第２の１に規定される企業主導型保育事業をいう。）と一体的に事業を

実施している施設を除く事業所において事務経費への対応として事務職

員の配置等や賃貸物件における賃借料当に係る経費  １か所当たり年額

2,670,000円  

 ６  特別支援対策事業 

   身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けて



いない児 童で 特別な 支援を必 要と する次 のいずれ かに 該当す る児童（保

護者が子 ども ・子育 て支援法 第 20条に規 定する教 育・ 保育給 付認定のう

ち、同法 第 19条第２ 号及び同 条第 ３号に 掲げる小 学校 就学前 子どもに係

る認定を 当該 児童に ついて受 けた 場合の 児童であ って 、横須 賀市特定教

育・保育 施設 及び特 定地域型 保育 事業者 に対する 市加 算費支 弁要綱（平

成 27年４ 月１ 日制定 ）に規定 する 障害児 等受入加 算又 は横須 賀市私立幼

稚園等障 害児 等教育 費補助金 交付 要綱（ 昭和 56年 ４月 １日制 定）に基づ

く 横 須 賀 市 私 立 幼 稚 園 等 障 害 児 等 教 育 費 補 助 金 の 対 象 外 で あ る 者 に 限

る。）の 保育 を担当 する保育 士資 格を有 する者の 加配 （対象 児童２人に

対し常勤 換算 方法で 職員１人 以上 とする 。）に係 る必 要経費  当該児童

１人につき、月額65,300円  

(１ ) 横須賀市療育相談センター（横須賀市以外の同等の施設を含む。）に

通院しており、療育プログラムの提案を受けている児童 

(２ ) 前号に準じた状況のため、医療機関に通院している児童 

(３ ) 前２号に掲げるもののほか、特別な支援を要する児童 

７ 分園推進事業 

分 園の 運営 に要 する経 費特 定教 育・ 保育、 特別 利用 保育 、特別 利用 教

育、特定 地域 型保育 、特別利 用地 域型保 育、特定 利用 地域型 保育及び特

例保育に 要す る費用 の額の算 定に 関する 基準等（ 平成 27年内 閣府告示第

49号）別 表第 ２の賃 借料加算に係 る分園 の利用定 員区 分の単 価を用いた

場合の年額と当該分園の年間賃借料のいずれか少ない金額 

８ 保育補助者雇上強化事業 

   保育所、幼保連携型認定こども園、小規模保育事業又は事業所内保育事

業を行う事業所における保育補助者（保育士資格を有していない者に限

る。）及び有資格保育補助者（保育士資格を有するものであって現に保育

士として就業していない者。なお、有資格保育補助者としての従事期間は

採用された日から１年を限度とする。）の雇用に要する経費（１か所当た

り年額） 

保育補助者又は有資格保育補助

者の経験年数 

利用定員 

121人未満 

利用定員 

121人以上 

３年未満 1,953,000円  3,906,000円  

３年以上７年未満 2,441,000円  4,882,000円  

７年以上 3,255,000円  6,510,000円  

注  保育補助者又は有資格保育補助者を複数人配置している場合の経験



年数の換算については、これらの者の経験年数を平均した年数を経験

年数とする。 

９ 保育士宿舎借り上げ支援事業 

   保育所、認定こども園及び地域型保育事業を行う事業所における保育士

として初 めて 保育所 等に採用 され た日か ら起算し て５ 年以内 の常勤の保

育 士 が 居 住 す る た め の 宿 舎 借 り 上 げ に 要 す る 経 費  １ 戸 当 た り 月 額 

45,000円 。た だ し、当 該 事業 に よる 補助金 の 交付 を 受け た後に 退 職し た

者 に あ っ て は 、 市 長 が や む を 得 な い 事 情 に よ る 退 職 と 認 め る 場 合 を 除

き、当該 事業 の補助 の対象と しな い。こ の場合に おい て、市 長がやむを

得ない事 情に よる退 職と認め て再 び当該 事業の補 助の 対象と なった者の

補助対象 期間 は、５ 年から退 職し た保育 所で最初 に採 用され た日から当

該事業に 係る 補助を 受けた後 に退 職する までの期 間を 控除し た期間とす

る。 

10 医療的ケア児保育支援事業 

   保育所、幼保連携型認定こども園、家庭的保育事業又は小規模保育事業

を行う事 業所 におけ る人工呼 吸器 を装着 している 児童 その他 の日常生活

を営むた めに 医療を 要する状 態に ある児 童（以下 「医 療的ケ ア児」とい

う。）の受け入れ体制の整備に要する経費 

(１ ) 認定特定行為業務従事者（社会福祉士及び介護福祉士法（昭和62年

法 律 第 30号 ）附 則第 10条 第１ 項 の認 定特定 行 為業 務 従事 者をい う 。

以 下 同じ 。 ）で ある保 育 士や 看 護師 、准看 護 師、 保 健師 又は助 産 師

（以下「看護師等」という。）の配置に要する人件費等の経費 

    ア  基本分 １か所当たり年額 5,290,000円  

イ  加算分（２名以上の医療的ケア児の受け入れが見込まれる場合に

看護師等を複数配置している場合） １か所当たり年額 5,290,000

円  

(２ )  看護師等の研修受講等に係る費用及び研修受講に係る代替職員の配置

に要する費用 １か所当たり年額300,000円  

(３ )  派遣された看護師等又は認定特定行為業務従事者である保育士を補助

し、医療的ケア児の保育を行う保育士及び子育て支援員を「児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準」（昭和23年厚生省令第63号）第33条２

項に規定する配置基準を満たす保育士とは別に配置する場合の加配に要

す る 人 件 費 （ 他 加 配 の 対 象 と な る 者 を 除 く ）  １ か 所 当 た り 年 額

2,412,000円  



(４ )  医 療 的 ケ ア 児 が 個 別 に 必 要 と な る 備 品 の 整 備 費 用  １ か 所 当 た り  

年額100,000円  

(５ )  地震等の災害発生による停電等を想定した、施設において医療的ケア

児 の 安 全 の 確 保 に 必 要 と な る 備 品 の 整 備 費 用  １ か 所 当 た り 年 額

100,000円  

11 乳児等通園支援事業 

   児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）第 34条の 15第２項に定める乳児等

通園支援事 業の認可 を受けた保 育所、認 定こども園 、小規模 保育事業所 、

家庭的保育 事業、幼 稚園、地域 子育て支 援拠点、企 業主導型 保育事業所 、

認可外保育施設、児童発達支援センターが実施する乳児等通園支援事業 

（１）預かり対応 こども一人１時間あたりの単価 

年齢 金額 

０歳児 1,300円  

１歳児 1,100円  

２歳児 900円  

（２）要支援家庭等対応強化加算 

  ア  障害児   こども一人１時間あたり     400円  

イ  医療的ケア こども一人１時間あたり   2,400円  

ウ  要支援家庭 こども一人１時間あたり     400円  

（３）利用者負担額軽減対応加算 

  ア  生活保護世帯   こども一人１時間あたり  300円  

  イ  市民税非課税世帯 こども一人１時間あたり  240円  

  ウ  市民税所得割世帯 こども一人１時間あたり  210円  

  エ  要支援家庭    こども一人１時間あたり  150円  

 

  



第１号様式(第６条関係) 

 

消 費 税 仕 入 控 除 税 額 報 告 書 

 

 

年  月  日   

 

 (あて先)横須賀市長 

報告者 

所 在 地 

法 人 名 

施 設 名 

代表者の氏名 

補 助 金 の 確 定 額 
 

 円  

消費税の申告の有

無 
有   ・    無  

仕入控除税額の計

算方法 
一般課税  ・   簡易課税 

補助金の額の確定

時に減額した消費

税仕入控除税額 

 

消費税の申告によ

り確定した消費税

仕入控除税額 

 

補助金返還相当額 
 

添 付 資 料  

 


